
※催行期間は、令和５年５月１日から令和５年１２月３１日までの期間であること。

 （催行期間が令和５年１２月２６日以降に終了するツアーの場合、実績報告書兼請求書を

令和６年１月１０日までに提出してください。）

※助成金の額は、認定を受けたツアーについて、宿泊を含めた１日当たり外国人観光客

 の参加者１人10,000円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で支給する。

県は、事務局からの報告を受け、内容確認後、助成金の原資を事務局

に対して支払う。

事務局は、県からの支払いを受け、旅行業者に助成金を支払う。

やまなしインバウンド上質ツアー 助成金交付の流れ

（旅行業者）実績
報告・請求

（事務局）助成金
の確定

（県）助成金原資
の支払

旅行業者は、認定ツアー終了日から10日以内に次の書類を事務局に提

出する。

①実績報告書兼請求書（様式第５号）

②添付書類チェック及び誓約事項（様式第２号）

③最終行程表（任意様式、請求者の証明印があるもの）

④ツアー参加者名簿（任意様式）

⑤請求書など実際に要したツアー料金が分かるもの

⑥宿泊証明書（様式第６号）

⑦振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し

 （通帳１ページ目の見開き部分）

事務局は、実績報告書の内容を審査し、助成金の額を確定する。

事務局は、助成金の額の確定後、県に報告する。（毎月２回予定）

（事務局）助成金
の支払


